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(57)【要約】
　モバイルデバイスを用いて自己位置推定と地図作成と
を実行するためのシステムと方法とが開示される。一実
施形態では、モバイルデバイスを用いて自己位置推定と
地図作成とを実行するための方法は、モバイルデバイス
が位置する現在エリアに関連する幾何学的制約を特定す
るステップと、モバイルデバイスの少なくとも第1のカ
メラによって撮影された、現在エリアの少なくとも1つ
の画像を取得するステップと、モバイルデバイスの第2
のカメラまたはモバイルデバイスのセンサのうちの少な
くとも1つを介して現在エリアに関連するデータを取得
するステップと、現在エリアに関連する幾何学的制約と
データとを少なくとも1つの画像に適用することによっ
て、現在エリアについて自己位置推定と地図作成とを実
行するステップとを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイスのための自己位置推定と地図作成とを実行する方法であって、
　前記モバイルデバイスが位置する現在エリアに関連する幾何学的制約を特定するステッ
プと、
　前記モバイルデバイスの少なくとも第1のカメラによって撮影された、前記現在エリア
の少なくとも1つの画像を取得するステップと、
　前記モバイルデバイスの第2のカメラまたは前記モバイルデバイスのセンサのうちの少
なくとも1つを介して、前記現在エリアに関連するデータを取得するステップと、
　前記現在エリアに関連する前記幾何学的制約と前記データとを、前記少なくとも1つの
画像に適用することによって、前記現在エリアについて自己位置推定と地図作成とを実行
するステップと、
を備える、方法。
【請求項２】
　前記少なくとも1つの画像が、前記モバイルデバイスの前記第1のカメラによって撮影さ
れた第1の画像と、前記モバイルデバイスの前記第2のカメラによって撮影された、前記現
在エリアの第2の画像とを備える、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記現在エリアに関連する前記データを取得するステップが、
　前記第1の画像と前記第2の画像とを評価するステップと、
　前記評価するステップに基づいて、前記第1の画像または前記第2の画像のいずれかを一
次画像として、また前記第1の画像と前記第2の画像のうちの他方を二次画像として指定す
るステップと、
を備える、請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記現在エリアに関連する前記データを取得するステップが、前記一次画像または前記
第1のカメラを介して撮影された少なくとも1つの他の画像に基づいて、前記モバイルデバ
イスが位置する環境に対する前記モバイルデバイスの姿勢を計算するステップをさらに備
える、請求項3に記載の方法。
【請求項５】
　前記自己位置推定と地図作成とを実行するステップが、
　前記一次画像から第1の画像特性を抽出するステップと、
　前記モバイルデバイスが位置する前記環境に対する前記モバイルデバイスの前記姿勢を
使用して、前記二次画像から第2の画像特性を抽出するステップと、
　前記第1の画像特性と前記第2の画像特性とに基づいて、前記現在エリアについて自己位
置推定と地図作成とを実行するステップと、
を備える、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　前記評価するステップが、前記第1の画像内と前記第2の画像内の特性、または前記第1
の画像と前記第2の画像の画質のうちの少なくとも1つに対して、前記第1の画像と前記第2
の画像とを評価するステップを備える、請求項3に記載の方法。
【請求項７】
　前記第1のカメラが前向きカメラであり、前記第2のカメラが横向きカメラまたは後向き
カメラである、請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　前記現在エリアに関連する前記データを取得するステップが、前記モバイルデバイスで
方位センサからデータを収集するステップを備え、前記自己位置推定と地図作成とを実行
するステップが、前記方位センサから収集された前記データに基づいて前記モバイルデバ
イスの方位を推定するステップを備える、請求項1に記載の方法。
【請求項９】
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　前記自己位置推定と地図作成とを実行するステップが、前記幾何学的制約を前記少なく
とも1つの画像から抽出された特性に適用することによって、前記モバイルデバイスの前
記方位に関する特性を前記少なくとも1つの画像から抽出するステップをさらに備える、
請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　前記幾何学的制約と前記モバイルデバイスの前記方位とに基づいて、前記少なくとも1
つの画像から抽出された前記特性の地図作成または追跡のうちの少なくとも1つを実行す
るステップをさらに備える、請求項9に記載の方法。
【請求項１１】
　前記幾何学的制約と前記モバイルデバイスの前記方位とに基づいて、前記少なくとも1
つの画像内で面を特定するステップであって、前記面が水平面または垂直面のうちの少な
くとも1つを備える、特定するステップと、
　ディスプレイ画面上で表示するために前記少なくとも1つの画像を描画するステップと
、
　前記ディスプレイ画面上で、前記少なくとも1つの画像内で特定された前記面のうちの
少なくとも1つの上に拡張を描画するステップと、
をさらに備える、請求項8に記載の方法。
【請求項１２】
　前記幾何学的制約が壁の位置を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１３】
　自己位置推定と地図作成とを実行するように動作可能なモバイルデバイスであって、
　前記デバイスが位置する現在エリアに関連する幾何学的制約を特定するように構成され
た追跡モジュールと、
　前記追跡モジュールに通信可能に結合され、前記現在エリアの少なくとも1つの画像を
撮影するように構成された少なくとも1つのカメラと、
　前記追跡モジュールに通信可能に結合され、前記現在エリアに関連するデータを取得す
るように構成された少なくとも1つのデバイスセンサであって、前記少なくとも1つのデバ
イスセンサが、カメラまたは方位センサのうちの少なくとも1つを備える、少なくとも1つ
のデバイスセンサと、
　前記追跡モジュールに通信可能に結合され、前記現在エリアに関連する前記幾何学的制
約と前記データとを、前記少なくとも1つの画像に適用することに少なくとも一部よって
、前記現在エリアについて自己位置推定と地図作成とを実行するように構成された、同時
自己位置推定および地図作成(SLAM)サブシステムと、
を備える、デバイス。
【請求項１４】
　前記少なくとも1つのカメラが、第1のカメラと第2のカメラとを備え、
　前記少なくとも1つの画像が、前記第1のカメラによって撮影された第1の画像と、前記
第2のカメラによって撮影された第2の画像とを備える、
請求項13に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記第1のカメラと前記第2のカメラとに通信可能に結合され、前記第1の画像と前記第2
の画像とを評価し、前記評価に基づいて、前記第1の画像または前記第2の画像のいずれか
を一次画像として、また前記第1の画像と前記第2の画像のうちの他方を二次画像として指
定するように構成されたカメラ画像評価部をさらに備える、請求項14に記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記追跡モジュールが、前記一次画像または前記第1のカメラを介して撮影された少な
くとも1つの他の画像に基づいて、前記デバイスが位置する環境に対する前記デバイスの
姿勢を計算するようにさらに構成されている、請求項15に記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記SLAMサブシステムが、前記一次画像から第1の画像特性を抽出し、前記デバイスが
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位置する前記環境に対する前記デバイスの前記姿勢を使用して、前記二次画像から第2の
画像特性を抽出し、前記第1の画像特性と前記第2の画像特性とに基づいて前記現在エリア
について自己位置推定と地図作成とを実行するようにさらに構成されている、請求項16に
記載のデバイス。
【請求項１８】
　前記カメラ画像評価部が、前記第1の画像内と前記第2の画像内の特性、または前記第1
の画像と前記第2の画像の画質のうちの少なくとも1つに対して、前記第1の画像と前記第2
の画像とを評価するようにさらに構成されている、請求項15に記載のデバイス。
【請求項１９】
　前記第1のカメラが前向きカメラであり、前記第2のカメラが横向きカメラまたは後向き
カメラである、請求項14に記載のデバイス。
【請求項２０】
　前記方位センサが、前記デバイスの方位に関するデータを生成するように構成され、前
記追跡モジュールが、前記方位センサによって生成された前記データに基づいて前記デバ
イスの前記方位を推定するように構成された姿勢推定モジュールを備える、請求項13に記
載のデバイス。
【請求項２１】
　前記SLAMサブシステムが、前記幾何学的制約を前記少なくとも1つの画像から抽出され
た特性に適用することに少なくとも一部よって、前記デバイスの前記方位に関する特性を
前記少なくとも1つの画像から抽出するように構成されている、請求項20に記載のデバイ
ス。
【請求項２２】
　前記SLAMサブシステムが、前記幾何学的制約と前記デバイスの前記方位とに基づいて、
前記少なくとも1つの画像内で、水平面または垂直面のうちの少なくとも1つを備える面を
特定するようにさらに構成され、
　前記デバイスが、ディスプレイ画面と、前記ディスプレイ画面上で表示するために前記
少なくとも1つの画像を描画し、前記ディスプレイ画面上で、前記少なくとも1つの画像内
で特定された面のうちの少なくとも1つの上で拡張を描画するように構成されたグラフィ
ックプロセッサとをさらに備える、
請求項20に記載のデバイス。
【請求項２３】
　前記幾何学的制約が少なくとも壁の位置を含む、請求項13に記載のデバイス。
【請求項２４】
　モバイルデバイスのための自己位置推定と地図作成とを実行することを促進する装置で
あって、
　前記モバイルデバイスが位置する現在エリアに関連する幾何学的制約を特定するための
手段と、
　前記モバイルデバイスの少なくとも第1のカメラによって撮影された前記現在エリアの
少なくとも1つの画像を取得するための手段と、
　前記モバイルデバイスの第2のカメラまたは前記モバイルデバイスのセンサのうちの少
なくとも1つを介して、前記現在エリアに関連するデータを取得するための手段と、
　前記現在エリアに関連する前記幾何学的制約とデータとを前記少なくとも1つの画像に
適用することによって、前記現在エリアについて自己位置推定と地図作成とを実行するた
めの手段と、
を備える、装置。
【請求項２５】
　前記現在エリアに関連する前記データが、前記モバイルデバイスの前記第2のカメラに
よって撮影された、前記現在エリアの第2の画像を備える、請求項24に記載の装置。
【請求項２６】
　前記現在エリアに関連する前記データを取得するための前記手段が、
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　前記少なくとも1つの画像と前記第2の画像とを評価するための手段と、
　前記評価に基づいて、前記少なくとも1つの画像または前記第2の画像のいずれかを一次
画像として、また前記少なくとも1つの画像と前記第2の画像のうちの他方を二次画像とし
て指定するための手段と、
を備える、請求項25に記載の装置。
【請求項２７】
　前記現在エリアに関連する前記データを取得するための前記手段が、前記一次画像また
は前記第1のカメラを介して撮影された少なくとも1つの他の画像に基づいて、前記モバイ
ルデバイスが位置する環境に対する前記モバイルデバイスの姿勢を計算するための手段を
さらに備える、請求項26に記載の装置。
【請求項２８】
　前記自己位置推定と地図作成とを実行するための前記手段が、
　前記一次画像から第1の画像特性を抽出するための手段と、
　前記モバイルデバイスが位置する前記環境に対する前記モバイルデバイスの前記姿勢を
使用して、前記二次画像から第2の画像特性を抽出するための手段と、
　前記第1の画像特性と前記第2の画像特性とに基づいて、前記現在エリアについて自己位
置推定と地図作成とを実行するための手段と、
を備える、請求項27に記載の装置。
【請求項２９】
　評価するための前記手段が、前記少なくとも1つの画像内と前記第2の画像内の特性、ま
たは前記少なくとも1つの画像と前記第2の画像の画質のうちの少なくとも1つに対して、
前記少なくとも1つの画像と前記第2の画像とを評価するための手段を備える、請求項26に
記載の装置。
【請求項３０】
　前記第1のカメラが前向きカメラであり、前記第2のカメラが横向きカメラまたは後向き
カメラである、請求項25に記載の装置。
【請求項３１】
　前記現在エリアに関連する前記データを取得するための前記手段が、前記モバイルデバ
イスで方位センサからデータを収集するための手段を備え、前記自己位置推定と地図作成
とを実行するための前記手段が、前記方位センサから収集された前記データに基づいて前
記モバイルデバイスの方位を推定するための手段を備える、請求項24に記載の装置。
【請求項３２】
　前記自己位置推定と地図作成とを実行するための前記手段が、前記幾何学的制約を前記
少なくとも1つの画像から抽出された特性に適用することによって、前記モバイルデバイ
スの前記方位に関する特性を前記少なくとも1つの画像から抽出するための手段をさらに
備える、請求項31に記載の装置。
【請求項３３】
　前記幾何学的制約と前記モバイルデバイスの前記方位とに基づいて、前記少なくとも1
つの画像内で面を特定するための手段であって、前記面が水平面または垂直面のうちの少
なくとも1つを備える、特定するための手段と、
　ディスプレイ画面上で表示するために前記少なくとも1つの画像を描画するための手段
と、
　前記ディスプレイ画面上で、前記少なくとも1つの画像内で特定された前記面のうちの
少なくとも1つの上に拡張を描画するための手段と、
をさらに備える、請求項31に記載の装置。
【請求項３４】
　前記幾何学的制約が壁の位置を含む、請求項24に記載の装置。
【請求項３５】
　プロセッサに、
　モバイルデバイスが位置する現在エリアに関連する幾何学的制約を特定することと、
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　前記モバイルデバイスの少なくとも第1のカメラによって撮影された、前記現在エリア
の少なくとも1つの画像を取得することと、
　前記モバイルデバイスの第2のカメラまたは前記モバイルデバイスのセンサのうちの少
なくとも1つを介して、前記現在エリアに関連するデータを取得することと、
　前記現在エリアに関連する前記幾何学的制約と前記データとを前記少なくとも1つの画
像に適用することによって、前記現在エリアについて自己位置推定と地図作成とを実行す
ることと、
を行わせるように構成されたプロセッサ実行可能命令を備える、非一時的なコンピュータ
記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、自己位置推定(localization)と地図作成(mapping)とを実行する分野に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　拡張現実(AR)は、コンピュータ生成されたオーディオコンテンツおよび/またはビジュ
アルコンテンツを用いて拡張された、現実世界環境の光景を提供する。オーディオコンテ
ンツおよび/またはビジュアルコンテンツは、モバイルデバイスのカメラを使用して撮影
された現実世界環境の画像または映像の上に重ねる、または統合することができる。たと
えば、拡張現実アプリケーションは、現実世界の光景の画像または映像を撮影するために
使用することができるカメラと、現実世界環境の拡張された光景を表示するために使用す
ることができるディスプレイとを含む、携帯電話またはタブレットコンピュータ上で実装
することができる。
【０００３】
　デバイスは、デバイスの位置、方位、速度、および/または動きの方向を判断するため
に使用することができるデータを収集する、1つまたは複数のセンサを含むことができる
。拡張コンテンツの生成においてデバイスを補助するためにこの情報を使用することがで
きる。また、センサは、デバイス上で表示される拡張コンテンツをユーザが操作できるよ
うにするために使用することができる、タッチスクリーンでのタッチなどのユーザからの
入力情報またはその他の入力情報を収集するために使用することができる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　モバイルデバイスの自己位置推定と地図作成とを実行するためのシステムと方法とを説
明する。本開示における、モバイルデバイスの自己位置推定と地図作成とを実行する方法
の一例は、モバイルデバイスが位置する現在エリアに関連する幾何学的制約を特定するス
テップと、モバイルデバイスの少なくとも第1のカメラによって撮影された、現在エリア
の少なくとも1つの画像を取得するステップと、モバイルデバイスの第2のカメラまたはモ
バイルデバイスのセンサのうちの少なくとも1つを介して現在エリアに関連するデータを
取得するステップと、現在エリアに関連する幾何学的制約とデータとを少なくとも1つの
画像に適用することによって、現在エリアについて自己位置推定と地図作成とを実行する
ステップとを含む。
【０００５】
　方法の実装形態は、以下の特徴のうちの1つまたは複数を含むことができる。少なくと
も1つの画像は、モバイルデバイスの第1のカメラによって撮影された第1の画像と、モバ
イルデバイスの第2のカメラによって撮影された、現在エリアの第2の画像とを含む。現在
エリアに関連するデータを取得するステップは、第1の画像と第2の画像とを評価するステ
ップと、評価するステップに基づいて、第1の画像または第2の画像のいずれかを一次画像
として、また第1の画像と第2の画像のうちの他方を二次画像として指定するステップとを
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含む。現在エリアに関連するデータを取得するステップは、一次画像または第1のカメラ
を介して撮影された少なくとも1つの他の画像に基づいて、モバイルデバイスが位置する
環境に対するモバイルデバイスの姿勢を計算するステップをさらに含む。自己位置推定と
地図作成とを実行するステップは、一次画像から第1の画像特性を抽出するステップと、
モバイルデバイスが位置する環境に対するモバイルデバイスの姿勢を使用して、二次画像
から第2の画像特性を抽出するステップと、第1の画像特性と第2の画像特性とに基づいて
現在位置について自己位置推定と地図作成とを実行するステップとを含む。評価するステ
ップは、第1の画像内と第2の画像内の特性、または第1の画像と第2の画像の画質のうちの
少なくとも1つに対して、第1の画像と第2の画像とを評価するステップを含むことができ
る。第1のカメラは前向きのカメラであることができ、第2のカメラは横向きのカメラまた
は後向きのカメラであることができる。現在エリアに関連するデータを取得するステップ
は、モバイルデバイスで方位センサからデータを収集するステップを含むことができる。
自己位置推定と地図作成とを実行するステップは、方位センサから収集されたデータに基
づいて、モバイルデバイスの方位を推定するステップを含むことができる。自己位置推定
と地図作成とを実行するステップは、幾何学的制約を少なくとも1つの画像から抽出され
た特性に適用することによって、少なくとも1つの画像からモバイルデバイスの方位に関
する特性を抽出するステップをさらに備える。幾何学的制約とモバイルデバイスの方位と
に基づいて、少なくとも1つの画像から抽出された特性の地図作成または追跡のうちの少
なくとも1つを実行するステップ。幾何学的制約とモバイルデバイスの方位とに基づいて
、少なくとも1つの画像内で、水平面または垂直面のうちの少なくとも1つを備える面を特
定するステップと、ディスプレイ画面上で表示するための少なくとも1つの画像を描画す
るステップと、少なくとも1つの画像内で特定された面のうちの少なくとも1つの上に拡張
をディスプレイ画面上で描画するステップ。
【０００６】
　本開示における自己位置推定と地図作成とを実行するように動作可能なモバイルデバイ
スの一例は、デバイスが位置する現在エリアに関連する幾何学的制約を特定するように構
成された追跡モジュールと、追跡モジュールに通信可能に結合され、現在エリアの少なく
とも1つの画像を撮影するように構成された少なくとも1つのカメラと、追跡モジュールに
通信可能に結合され、現在エリアに関連するデータを取得するように構成された、カメラ
または方位センサのうちの少なくとも1つを備える少なくとも1つのデバイスセンサと、追
跡モジュールに通信可能に結合され、現在エリアに関連する幾何学的制約とデータとを少
なくとも1つの画像に適用することによって少なくとも一部、現在エリアについて自己位
置推定とマッピングとを実行するように構成された、同時自己位置推定および地図作成(S
LAM)サブシステムとを含む。
【０００７】
　モバイルデバイスの実装形態は、以下の特徴のうちの1つまたは複数を含むことができ
る。少なくとも1つのカメラは第1のカメラと第2のカメラとを含むことができ、少なくと
も1つの画像は、第1のカメラによって撮影された第1の画像と、第2のカメラによって撮影
された第2の画像とを含むことができる。第1のカメラと第2のカメラとに通信可能に結合
され、第1の画像と第2の画像とを評価し、評価に基づいて、第1の画像または第2の画像の
いずれかを一次画像として、また第1の画像と第2の画像のうちの他方を二次画像として指
定するように構成されたカメラ画像評部。追跡モジュールは、一次画像または第1のカメ
ラを介して撮影された少なくとも1つの他の画像に基づいて、デバイスが位置する環境に
対するデバイスの姿勢を計算するようにさらに構成されている。SLAMサブシステムは、一
次画像から第1の画像特性を抽出し、デバイスが位置する環境に対するデバイスの姿勢を
使用して、二次画像から第2の画像特性を抽出し、第1の画像特性と第2の画像特性とに基
づいて、現在位置について自己位置推定と地図作成とを実行するようにさらに構成されて
いる。カメラ画像評価部は、第1の画像内と第2の画像内の特性、または第1の画像と第2の
画像の画質のうちの少なくとも1つに対して、第1の画像と第2の画像とを評価するように
さらに構成されている。第1のカメラは前向きのカメラであることができ、第2のカメラは
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横向きのカメラまたは後向きのカメラであることができる。方位センサは、デバイスの方
位に関するデータを生成するように構成することができる。追跡モジュールは、方位セン
サによって生成されたデータに基づいてデバイスの方位を推定するように構成された姿勢
推定モジュールを含むことができる。SLAMサブシステムは、幾何学的制約を少なくとも1
つの画像から抽出された特性に適用することによって少なくとも一部、少なくとも1つの
画像からデバイスの方位に関する特性を抽出するように構成されている。SLAMサブシステ
ムは、幾何学的制約とデバイスの方位とに基づいて、少なくとも1つの画像内で水平面ま
たは垂直面のうちの少なくとも1つを備える面を特定するようにさらに構成され、デバイ
スは、ディスプレイ画面と、ディスプレイ画面上で表示するための少なくとも1つの画像
を描画し、ディスプレイ画面上で、少なくとも1
つの画像内で特定された面のうちの少なくとも1つの上で拡張を描画するように構成され
たグラフィックプロセッサとを含むことができる。
【０００８】
　本開示における、モバイルデバイスのための自己位置推定と地図作成とを実行すること
を促進する装置の一例は、モバイルデバイスが位置する現在エリアに関連する幾何学的制
約を特定するための手段と、モバイルデバイスの少なくとも第1のカメラによって撮影さ
れた、現在エリアの少なくとも1つの画像を取得するための手段と、モバイルデバイスの
第2のカメラまたはモバイルデバイスのセンサのうちの少なくとも1つを介して現在エリア
に関連するデータを取得するための手段と、現在エリアに関連する幾何学的制約とデータ
とを少なくとも1つの画像に適用することによって、現在エリアについて自己位置推定と
地図作成とを実行するための手段とを含む。
【０００９】
　本開示における、場面の要素を追跡する方法の一例は、デバイスのカメラで撮影された
場面または環境の少なくとも一部分の1つまたは複数の画像と、デバイスに関連する1つま
たは複数の追加的なセンサからの情報またはデータと、場面または環境の1つまたは複数
の制約とに基づいて、デバイスに対して場面または環境の構成要素を追跡するステップを
含む。
【００１０】
　方法の実装形態は、以下の特徴のうちの1つまたは複数を含むことができる。1つまたは
複数の制約は、場面についての演繹的知識を備える。演繹的場面知識は、場面または環境
の中の1つまたは複数の平面の概方位を含むことができる。1つまたは複数の制約は推定す
ることができる。1つまたは複数の追加的なセンサは、第2のカメラを含むことができる。
1つまたは複数の追加的なセンサは、慣性センサを含むことができる。1つまたは複数の追
加的なセンサは、加速度計、ジャイロスコープ、方位磁石、磁気計、または圧力センサの
うちの少なくとも1つを含むことができる。
【００１１】
　本開示における方法の一例は、モバイルデバイスに結合された1つより多いカメラで撮
影された画像を使用して、同時自己位置推定および地図作成(SLAM)を実行するステップを
含む。方法の実装形態は、以下の特徴のうちの1つまたは複数を含むことができる。カメ
ラのうちの少なくとも2つの視野は、実質的に重ならない。カメラのうちの少なくとも2つ
の視野は、反対の方向を向いている。カメラのうちの少なくとも2つの視野は、実質的に
垂直である。画像は、実質的に同時にカメラで撮影することができる。画像のうちの少な
くとも2つは、時間の異なる瞬間にカメラのうちの2つ以上で撮影される。
【００１２】
　本開示における方法の一例は、デバイスのカメラで撮影された場面または環境の少なく
とも一部の1つまたは複数の画像と、デバイスに関連する1つまたは複数の追加的なセンサ
からの情報またはデータと、場面または環境の1つまたは複数の制約とに基づいて、場面
または環境の内部でデバイスの自己位置推定を実行するステップ、または場面または環境
の少なくとも一部の地図を作成するステップを含む。1つまたは複数の追加的なセンサは
、第2のカメラ、加速度計、ジャイロスコープ、方位磁石、磁気計、圧力センサのうちの
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少なくとも1つ、またはそれらの任意の組合せを含むことができる。
【００１３】
　非一時的なコンピュータ記憶媒体の一例は、プロセッサに、モバイルデバイスが位置す
る現在エリアに関連する幾何学的制約を特定することと、モバイルデバイスの少なくとも
第1のカメラによって撮影された、現在エリアの少なくとも1つの画像を取得することと、
モバイルデバイスの第2のカメラまたはモバイルデバイスのセンサのうちの少なくとも1つ
を介して現在エリアに関連するデータを取得することと、現在エリアに関連する幾何学的
制約とデータとを少なくとも1つの画像に適用することによって、現在エリアについて自
己位置推定と地図作成とを実行すること、とを行わせるように構成されたプロセッサ実行
可能命令を備える。
【００１４】
　本開示における方法の一例は、デバイスのカメラで撮影された場面または環境の少なく
とも一部の1つまたは複数の画像と、デバイスに関連する1つまたは複数の追加的なセンサ
からの情報またはデータと、場面または環境の1つまたは複数の制約とに基づいて、デバ
イスに対して場面または環境の要素を追跡するステップを含む。
【００１５】
　方法の実装形態は、以下の特徴のうちの1つまたは複数を含むことができる。1つまたは
複数の制約は、演繹的場面知識を含む。演繹的場面知識は、場面または環境の中の1つま
たは複数の平面の概方位を備える。1つまたは複数の制約は、推定することができる。1つ
または複数の追加的なセンサは、第2のカメラ、慣性センサ、加速度計、ジャイロスコー
プ、方位磁石、磁気計、または圧力センサであることができる。
【００１６】
　本開示における方法の一例は、モバイルデバイスに結合された2つ以上のカメラで撮影
された画像を使用して、同時自己位置推定および地図作成(SLAM)を実行するステップを含
む。方法の実装形態は、以下の特徴のうちの1つまたは複数を含むことができる。カメラ
のうちの少なくとも2つの視野は、実質的に重ならない。カメラのうちの少なくとも2つの
視野は、反対の方向に向くことができる。カメラのうちの少なくとも2つの視野は、実質
的に垂直である。画像は、複数のカメラで実質的に同時に撮影される。画像は、時間の異
なる瞬間にカメラのうちの2つ以上で撮影される。
【００１７】
　本開示における方法の一例は、デバイスのカメラで撮影された場面または環境の少なく
とも一部の1つまたは複数の画像と、デバイスに関連する1つまたは複数の追加的なセンサ
からの情報またはデータと、場面または環境の1つまたは複数の制約とに基づいて、場面
または環境の内部でデバイスの自己位置推定を実行するステップと、または場面または環
境の少なくとも一部の地図を作成するステップとを含む。方法の実装形態は、以下の特徴
のうちの1つまたは複数を含むことができる。1つまたは複数の追加的なセンサは、第2の
カメラと、加速度計と、ジャイロスコープと、方位磁石と、磁気計と、圧力センサとを、
またはそれらの任意の組合せを含むことができる。
【００１８】
　本明細書に記載される項目および/または技法は、以下の機能のうちの1つまたは複数、
ならびに言及されていない他の機能を提供することができる。幾何学的制約は、モバイル
デバイスの中に記憶することができ、および/またはモバイルデバイスに利用可能にする
ことができる。エリアの画像は、前向きおよび/または後向きのカメラで取得することが
できる。モバイルデバイス上の方位センサは、方位情報を取得するために使用することが
できる。幾何学的制約および方位情報は、エリアの自己位置推定と地図作成とに使用する
ことができる。他の機能が提供されてよく、本開示におけるすべての実施形態が、説明さ
れる機能のすべてはもちろん、それらのいずれかを提供しなければならないということは
ない。さらに、上記で言及された効果が言及されたもの以外の手段によって達成される可
能性があり、言及された項目/技法は必ずしも言及された効果を生じるものでない。
【図面の簡単な説明】
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【００１９】
【図１】モバイルデバイスの構成要素を組み込んだコンピュータシステムの一例の図であ
る。
【図２】本明細書で説明される機能を実行するように動作可能なデバイスの図である。
【図３】デバイスセンサモジュールを含む、同時自己位置推定および地図作成のためのシ
ステムのブロック図である。
【図４】前向きカメラと後向きカメラとを含む、同時自己位置推定および地図作成のため
のシステムのブロック図である。
【図５】追跡モジュールを含む、同時自己位置推定および地図作成のためのシステムのブ
ロック図である。
【図６】自己位置推定と地図作成とを実行し、現在エリアの1つまたは複数の画像に幾何
学的制約を適用するためのプロセスのブロックフロー図である。
【図７】モバイルデバイスで、2つの画像を評価し、特性を抽出し、自己位置推定と地図
作成とを実行するためのプロセスのブロックフロー図である。
【図８】方位と幾何学的制約とに基づいて、モバイルデバイスによって撮影された画像の
特性を抽出するためのプロセスのブロックフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　自己位置推定および地図作成、たとえば、同時自己位置推定および地図作成(SLAM)を実
行するためのシステムと方法とを本明細書で説明する。本明細書で示される様々な例示的
な実装形態を、拡張現実(AR)対応デバイス上で実装することができる。AR対応デバイスは
、モバイルデバイス(たとえば、電話)、タブレットコンピュータ、ヘッドマウントディス
プレイ、または他のそのようなデバイス、または現在存在しているか将来存在しているそ
の他の適切なデバイスであることができる。一般に、AR対応デバイスは、非一時的で、機
械可読な、機械実行可能な命令を実行するためのプロセッサと、現実世界環境の画像また
は映像を撮影するためのカメラと、現実世界環境の拡張現実表示を表示するためのディス
プレイとを含む。いくつかの実施形態では、本明細書で説明される自己位置推定と地図作
成とを実行する方法は、ロボットデバイスの中に、たとえば、介入なしに操作するように
構成された自律型ロボットの中に実装することができる。
【００２１】
　本明細書で説明される技法を多種多様なARアプリケーションに組み込んで、従来のARア
プリケーションよりもより満足感を与え興味をそそるユーザ体験を生み出すことができる
。(たとえば、メモリまたは機械可読記憶媒体上に記憶されたプロセッサ実行可能なコー
ドを実行するプロセッサを使用した)ソフトウェア、ハードウェア、またはハードウェア
とソフトウェアの組合せによるAR対応可能デバイスによって、説明される技法を実行する
ことができる。さらに、本明細書で説明される技法の少なくともいくつかは、AR対応デバ
イスとは異なる1つまたは複数のデバイスによって実行することができる。たとえば、AR
対応デバイスは、サーバまたは他のネットワークデバイスと通信して、本明細書で説明さ
れる動作の少なくともいくつかを促進することができる。他の実装形態も可能である。
【００２２】
　図1は、本明細書で説明される機能の少なくとも一部を実装するためのAR対応デバイス
の構成要素を組み込んだコンピュータシステム100の例を示す。図1に示すコンピュータシ
ステムは、以下に説明するコンピュータ化されたデバイスの一部として組み込まれてよい
。たとえば、コンピュータシステム100は、モバイルデバイスまたはスマートフォンの構
成要素のいくつかを表すことができる。モバイルデバイスは、カメラ150、155などの入力
感知ユニットを有する任意のコンピューティングデバイスであることができ、また、ディ
スプレイユニットを含むことができる。モバイルデバイスの例には、限定はしないが、ビ
デオゲーム機、タブレット、スマートフォン、および任意の他のハンドヘルドデバイスが
ある。図1は、単に、様々な構成要素の一般化された図を提供することを意図しており、
その一部または全部が適宜利用されてよい。したがって、図1は、個々のシステム要素が
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、相対的に分離した方法で、または相対的に統合された方法でどのように実装され得るか
を大まかに示す。
【００２３】
　コンピュータシステム100は、バス105を介して電気的に結合され得る(または適宜、他
の方法で通信することができる)ハードウェア要素を含んで示されている。ハードウェア
要素は、1つまたは複数の汎用プロセッサおよび/または1つまたは複数の専用プロセッサ(
デジタル信号処理チップ、グラフィック高速化プロセッサなど)を限定なしに含む1つまた
は複数のプロセッサ110と、1つまたは複数のカメラ、センサ(慣性センサを含む)、マウス
、キーボードなどを限定なしに含むことができる1つまたは複数の入力デバイス115と、デ
ィスプレイユニットを限定なしに含むことができる1つまたは複数の出力デバイス120とを
含むことができる。入力デバイス115に加えて、コンピュータシステム100は、第1のカメ
ラ150および第2のカメラ155などの1つまたは複数のカメラを含むことができる。コンピュ
ータシステム100は、慣性センサ(加速度計、ジャイロスコープなど)、方位磁石、または
磁気計などの磁気センサなどの1つまたは複数の方位センサ160を、追加的にまたは代替的
に含むことができる。図1には示されないが、コンピュータシステム100は、また、圧力セ
ンサ、温度センサなどの1つまたは複数の追加的なセンサを活用することができる。さら
に、いくつかの実施形態では、入力/出力デバイスは、たとえばタッチスクリーンまたは
容量方式ディスプレイに統合することができる。
【００２４】
　コンピュータシステム100は、ローカルでおよび/またはネットワークでアクセス可能な
記憶装置を限定なしに含むことができる1つまたは複数の非一時的な記憶デバイス125と、
ディスクドライブと、ドライブアレイと、光学記憶デバイスと、プログラム可能、電気的
に更新可能などであることができる、ランダムアクセスメモリ(「RAM」)および/またはリ
ードオンリメモリ(「ROM」)などの固体記憶デバイスと、をさらに含む(および/または通
信する)ことができる。このような記憶デバイスは、様々なファイルシステム、データベ
ース構造体などを限定することなく含む、任意の適切なデータストレージを実装するよう
に構成されてよい。
【００２５】
　コンピュータシステム100は通信サブシステム130も含むことができ、通信サブシステム
130は、モデム、ネットワークカード(ワイヤレスまたはワイヤード)、赤外線通信デバイ
ス、(Bluetooth(登録商標)デバイス、802.11デバイス、WiFiデバイス、WiMaxデバイス、
セルラー通信設備などの)ワイヤレス通信デバイスおよび/またはチップセットなどを限定
することなく含むことができる。通信サブシステム130は、ネットワーク、他のコンピュ
ータシステム、および/または本明細書で説明する任意の他のデバイスと、データを交換
することを可能にすることができる。コンピュータシステム100は非一時的なワーキング
メモリ135も含むことができ、非一時的なワーキングメモリ135は、上記で説明したRAMデ
バイスまたはROMデバイスを含むことができる。
【００２６】
　コンピュータシステム100は、また、現在ワーキングメモリ135内に置かれているとして
示されるソフトウェア要素を含む。これらのソフトウェア要素は、オペレーティングシス
テム140、デバイスドライバ、実行可能ライブラリ、および/または1つまたは複数のアプ
リケーションプログラム145などの他のコードを含み、他のコードは、様々な実施形態に
よって提供されるコンピュータプログラムを備えることができ、および/または本明細書
で説明するように、他の実施形態によって提供される方法を実装するように、および/も
しくはシステムを構成するように設計されてよい。単に例として、上記で説明した方法に
関して述べる1つまたは複数の手順は、コンピュータ(および/またはコンピュータ内のプ
ロセッサ)によって実行可能なコードおよび/または命令として実装されてよい。そのよう
なコードおよび/または命令は、説明される方法に従って1つまたは複数の動作を実行する
ために、汎用コンピュータ(または他のデバイス)を構成および/または適合させることに
使用することができる。
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【００２７】
　これらの命令および/またはコードのセットは、上で説明した記憶デバイス125などのコ
ンピュータ可読記憶媒体上に記憶されてよい。場合によっては、記憶媒体は、コンピュー
タシステム100などのコンピュータシステム内に組み込まれてよい。他の場合には、記憶
媒体は、命令/コードを記憶した汎用コンピュータをプログラムする、構成する、および/
または適合させるために記憶媒体を使用することができるように、コンピュータシステム
から分離されてよく(たとえば、コンパクトディスクなどの取外し可能媒体)、および/ま
たはインストールパッケージの中に提供されてよい。これらの命令は、コンピュータシス
テム100によって実行可能である、実行可能コードの形態をとることができ、または、代
わりに、命令は、(たとえば、様々な一般的に利用可能なコンパイラ、インストールプロ
グラム、圧縮/解凍ユーティリティなどのいずれかを使用して)コンピュータシステム100
上にコンパイルおよび/またはインストールされるとすぐに実行可能コードの形態をとる
、ソースコードおよび/またはインストール可能コードの形態をとることができる。
【００２８】
　大幅な変形が、特定の要件に従ってなされてよい。たとえば、カスタマイズされたハー
ドウェアが使用されてもよく、および/または特定の要素が、ハードウェア、(アプレット
などのポータブルソフトウェアを含む)ソフトウェア、または両方で実装されてよい。さ
らに、ネットワーク入力/出力デバイスなどの他のコンピューティングデバイスへの接続
を使用することができる。
【００２９】
　いくつかの実施形態は、本開示における方法を実行するために、(コンピュータシステ
ム100などの)コンピュータシステムを使用することができる。たとえば、説明した方法の
手順のうちのいくつかまたはすべては、ワーキングメモリ135に収容されている、(オペレ
ーティングシステム140、および/またはアプリケーションプログラム145などの他のコー
ド内の中に組み込まれることがある)1つまたは複数の命令の1つまたは複数のシーケンス
を実行しているプロセッサ110に応答して、コンピュータシステム100によって実行されて
よい。そのような命令は、記憶デバイス125のうちの1つまたは複数などの別のコンピュー
タ可読媒体からワーキングメモリ135内に読み込まれてよい。単に例として、ワーキング
メモリ135の中に収容されている命令のシーケンスを実行することにより、本明細書に記
載する方法の1つまたは複数の手順をプロセッサ110に実行させることができる。
【００３０】
　本明細書で使用する「機械可読媒体」および「コンピュータ可読媒体」という用語は、
特定の方式で機械を動作させるデータを提供することに関与する任意の媒体を指す。コン
ピュータシステム100を使用して実装される一実施形態では、様々なコンピュータ可読媒
体が、実行のためにプロセッサ110に命令/コードを与えることに関与することがあり、お
よび/または(たとえば、信号などの)そのような命令/コードを記憶および/または搬送す
るために使用されることがある。多くの実装形態では、コンピュータ可読媒体は、物理記
憶媒体および/または有形記憶媒体である。そのような媒体は、限定するものではないが
、不揮発性媒体と揮発性媒体とを含む、多数の形態をとることができる。不揮発性媒体は
、たとえば、記憶デバイス125などの光ディスクおよび/または磁気ディスクを含む。揮発
性媒体は、限定はしないが、ワーキングメモリ135などの動的メモリを含む。代替的に、
コンピュータシステム100は、バス105を備える線、ならびに通信サブシステム130 (およ
び/または通信サブシステム130がそれによって他のデバイスに通信を提供する媒体)の様
々な構成要素を含めて、同軸ケーブルと、銅線と、光ファイバーとを含む送信媒体を活用
することができる。したがって、伝送媒体は、また、(限定はしないが、無線波データ通
信および赤外線データ通信中に生成されるものなどの無線波、音波および/または光波を
含む)波の形態をとることができる。
【００３１】
　一般的な形態の物理的および/または有形コンピュータ可読媒体は、たとえば、フロッ
ピー(登録商標)ディスク、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ、または



(13) JP 2016-504611 A 2016.2.12

10

20

30

40

50

任意の他の磁気媒体、CD-ROM、任意の他の光媒体、パンチカード、紙テープ、穴のパター
ンを有する任意の他の物理的媒体、RAM、PROM、EPROM、FLASH-EPROM、任意の他のメモリ
チップまたはカートリッジ、後に説明するような搬送波、または、コンピュータが命令お
よび/またはコードを読み取ることができる任意の他の媒体を含む。
【００３２】
　様々な形態のコンピュータ可読媒体は、実行用にプロセッサ110に1つまたは複数の命令
の1つまたは複数のシーケンスを搬送することに関与することができる。単に例として、
命令は、最初に、リモートコンピュータの磁気ディスクおよび/または光ディスク上で搬
送されてよい。リモートコンピュータは、そのダイナミックメモリ内に命令をロードし、
コンピュータシステム100によって受信および/または実行されるべき送信媒体上の信号と
して命令を送信することができる。電磁信号、音響信号、光信号などの形態であることが
できるこれらの信号は、すべて、本発明の様々な実施形態における、命令がその上で符号
化され得る搬送波の例である。
【００３３】
　通信サブシステム130(および/またはその構成要素)は、一般に信号を受信し、次いで、
バス105は、信号(および/または信号によって搬送されるデータ、命令など)をワーキング
メモリ135に搬送し、プロセッサ110は、ワーキングメモリ135から命令を取り出し、実行
する。ワーキングメモリ135によって受信された命令は、任意に、プロセッサ110による実
行の前または後のいずれかに、非一時的な記憶デバイス125に記憶されてよい。
【００３４】
　図2は、本明細書で説明する機能を実行するように動作可能なデバイス200の図である。
図2は、図1のコンピュータシステムの1つまたは複数の構成要素を使用した、スマートフ
ォンなどのモバイルデバイスを表すことができる。しかしながら、本明細書で説明する機
能は、スマートフォンを使用したものに限定されず、図1と同様で、かつそのような機能
を実行するために適切な能力を有する任意のデバイスを使用することができる。これらの
デバイスは、モバイルデバイス、デジタルカメラ、カムコーダ、タブレット、PDA、また
は任意の他の同様のデバイスを含むことができる。図2は、デバイス200の前面210と後面2
20とを示す。前面210は、ディスプレイ208と第1のカメラ204とを含む。ディスプレイ208
は、図1を参照して説明した通り、出力デバイス120であることができる。デバイス200の
前面側に結合された第1のカメラ204は、また、前向きカメラと呼ばれる。デバイス200の
後面220は、本明細書で後向きカメラとも呼ばれる第2のカメラ206を含む。デバイス200は
、前向きカメラ204がデバイス200のユーザに向き、後向きカメラ206がデバイスのユーザ
でない方を向くように持たれてよい。代わりに、デバイス200がユーザによってどのよう
に持たれるかによって、逆が正確であることがある。前向きカメラ204と後向きカメラ206
の両方は、入力デバイス115の一実装形態であることができ、または図1を参照して説明し
た通り、第1のカメラ150および第2のカメラ155としてそれぞれ実装されてよい。前向きカ
メラ204と後向きカメラ206の両方は、カメラのうちの少なくとも2つの視野が重ならない
ように複数のカメラを含むことができる。いくつかの実施形態では、1つまたは複数のス
テレオカメラが使用されてよい。
【００３５】
　一実施形態では、デバイス200は、AR機能を可能にするために使用することができるシ
ステムアーキテクチャを含む。たとえば、AR対応デバイスアーキテクチャは、また、図1
に示す汎用コンピューティングシステム100を実装するために使用されてよく、入力デバ
イス115および/または方位センサ160として追加的なセンサと検出器とを含むことができ
る。AR対応デバイスは、ジャイロスコープ、加速度計、磁気計、慣性測定装置(IMU)など
のセンサ、および/または他の種類のセンサを含むことができる。デバイス200は、また、
センサによって収集されたデータを処理するためのセンサプロセッサを含むことができる
。AR対応デバイスは、また、カメラ150、155からの入力を受信するように構成されたカメ
ラプロセッサを含む。カメラ150、155は、本明細書で説明する拡張論理を使用して拡張さ
れ得る現実世界の場面の画像および/または映像を撮影するように構成されてよい。カメ
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ラプロセッサは、カメラ150、155のうちの1つまたは複数によって収集されたデータを処
理し、カメラによって収集されたデータを、拡張論理によって使用され得るフォーマット
へと変換するように構成することができる。カメラプロセッサは、カメラから収集された
データに対して様々な種類の画像処理または映像処理を実行して、ディスプレイ208(すな
わち、出力デバイス120)に表示するためのコンテンツを作成するように構成することがで
きる。
【００３６】
　ディスプレイ208は、タッチセンサを含むタッチスクリーンインターフェースであるこ
とができる。グラフィックスプロセッサは、ディスプレイ208上に表示するためのグラフ
ィカルデータを生成するために使用されてよい。拡張論理は、命令をグラフィックプロセ
ッサに送り、拡張された画像コンテンツまたは映像コンテンツを表示するように構成され
てよい。デバイス200は、タッチセンサによって出力されたデータを処理して、いつユー
ザがタッチスクリーンに触れたかを特定するように構成されたタッチセンサプロセッサを
含むことができる。タッチセンサプロセッサは、タッチスクリーンの複数の指によるタッ
チを含む、様々なタッチジェスチャを特定するように構成されてよい。拡張論理は、タッ
チセンサプロセッサによって判断されたジェスチャを使用して、拡張がユーザ入力に応答
してどのように反応すべきかを少なくとも一部判断することができる。デバイス200は、1
つまたは複数のワイヤレスプロトコルを使用してデバイス200を通信可能にするように構
成された通信コントローラを含むことができる。通信コントローラは、ワイヤレスアクセ
スポイントと他のAR対応デバイスとを含む近くのワイヤレスデバイスからのデータを、デ
バイスが送信し受信することを可能にするように構成されてよい。メモリ135は、AR対応
デバイスの様々な構成要素によって使用されるデータを記憶するための、揮発性メモリお
よび/または永続性メモリを含む。メモリ135は、デバイスに含まれるプロセッサの1つま
たは複数のためのプロセッサ実行可能プログラムコードを記憶するために使用されてよい
。いくつかの例では、拡張論理は、メモリ135に記憶されるプロセッサ実行可能命令とし
て実装されてよい。
【００３７】
　当業者は、別の図で示す要素と同様の意味的記述または名前を有する特定の図示された
要素が、共通に実装されてよいということ、または別々に実装されてよいということを理
解されよう。たとえば、センサは、方位センサ160、慣性センサ、磁気計、圧力センサ、
および/または方位センサのいずれも備えることができ、および/またはそれらのいずれも
実装するために使用されてよい。同様に、カメラは、カメラ150、155のいずれも備えるこ
とができ、および/またはそれらのいずれも実装するために使用されてよく、図2に示すデ
ィスプレイ208は、タッチセンサを備えることができ、および/またはタッチセンサを実装
するために使用されてよい。
【００３８】
　次に図3を参照すると、コンピュータシステム100における自己位置推定と地図作成との
ためのシステム300のブロック図は、1つまたは複数のデバイスセンサ310とSLAMサブシス
テム330とを含む。センサ310は、1つまたは複数の前向きカメラ312および/または1つまた
は複数の後向きカメラ314などの1つまたは複数のカメラと、慣性センサ322(たとえば、加
速度計、ジャイロスコープなど)、磁気計324、圧力センサ326などの他のセンサとを含む
。前向きおよび後向きという用語は、単に例示であって限定ではなく、システム300は、
複数のカメラの少なくとも一部が環境の重なり合わない視野を提供することができるよう
に構成された複数のカメラを含むことができる。
【００３９】
　SLAMサブシステム330は、ARアプリケーションのコンテキストの中で実行されるものな
どの地図作成と自己位置推定とのために、複数のデバイスセンサ310を活用する。SLAMサ
ブシステム330は、エリアに関連する幾何学的制約のセットに対して動作する、自己位置
推定モジュール332と地図作成モジュール334とを活用する。ここで、SLAMサブシステム33
0は、1つまたは複数の方法でデバイスセンサ310を活用して、幾何学的制約を利用し、関
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連するデバイスの自己位置推定と地図作成とを強化する。たとえば、前向きカメラと後向
きカメラの両方を使用することが活用されて、特性に富んだ環境を追跡することができ、
全体的な追跡をより強固にする。加えてまたは代わりに、慣性センサ322および/または他
のセンサ310は、デバイス、それがどのように持たれているか、それがどのように使用お
よび/または動かされているかなどについての情報を記録する。次いで、この情報は、垂
直に対するデバイスの傾きを提供するために使用されて、特性を特定し追跡することにお
いて助けとなる。いくつかの実施形態では、SLAMサブシステム330は、図1に示すプロセッ
サ110の中に、および/またはワーキングメモリ135の中に、たとえば、オペレーティング
システム140および/またはアプリケーション145の中に実装される。
【００４０】
　一般に、SLAMサブシステム330は、コンピュータシステム100の予測された位置に関連す
る幾何学的制約を受信し、記憶することができる。たとえば、人工の環境(たとえば、オ
フィスビル、ショッピングモールなど)の幾何学的制約は、規則正しい構造(regular stru
cture)に関連するパラメータを含むことができる。人工の屋内環境は、通常、平行または
直交のいずれかである平面を有する、直線的な形状を有する。さらに、これらの環境は、
通常、パターンで繰り返す矩形または線などのいくつかの規則正しい構造を有する。たと
えば、幾何学的制約情報を収容するコンピュータ可読ファイルは、位置に基づいたサービ
スとしてコンピュータシステム100に提供されてよい。幾何学的制約情報は、また、ワー
キングメモリ135の中のアプリケーション145の一部として含まれてよい。幾何学的制約情
報は、壁、ドア、窓、柱、および他の繰り返されている特性などの建築上の特性の寸法(
たとえば、高さおよび幅)を含むことができる。繰り返されている特性は、頭上の接合部
、または天井のパターン(たとえば、タイル、照明設備)であることができる。そのような
規則正しい構造の寸法および構造上の構成要素の予測位置(たとえば、点特徴)は、SLAMサ
ブシステム330内の様々なアルゴリズムで使用されて、地図作成と自己位置推定とにおい
て助けとなることができる。さらに、幾何学的制約情報は、環境の中の平面がお互いに対
してどの方向に向いているかに関する情報を含むことができる。たとえば、大抵の床およ
び壁は屋内環境でお互いに垂直であり、2つの廊下が交わるところの壁の角度が含まれて
よい。屋外環境の中などのいくつかの環境では、様々な平面の予測される大きさまたは高
さが、幾何学的制約情報に含まれてよい。たとえば、屋外環境にあるビルの側面または正
面は、ほぼ平面であることができ、幾何学的制約情報は、これらの平面が、大きそう(た
とえば、多くの高層ビルがある場所)、小さそう(たとえば、多くの低層ビルがある場所)
、幅が狭そう(たとえば、多くのビルが密集している場所)、および/または幅が広そう(た
とえば、1つまたは複数のビルが大きな占有面積または間取りを有する場所)かどうかを示
すことができる。一般に、既存のアルゴリズムは、これらのアルゴリズムの動作空間を制
限する点特徴を使用する。
これらの制限を軽減するために、複数のセンサ(たとえば、2つのカメラ、他のセンサと組
合せた1つまたは複数のカメラなど)が使用され、この事前情報を活用し、関連する制約を
実施する。本明細書で提供される例は、一般に、人工の環境に関連する制約に関連するが
、異なる環境が異なる制約に関連付けられてよく、活用される制約は、環境間で、または
同環境の異なる部分内で異なってよい。
【００４１】
　一般に、幾何学的制約は、図4によって示される複数のカメラ312、314、図5によって示
される1つまたは複数のカメラ502および方位センサ504、またはこれらのアプローチの組
合せを使用して、自己位置推定と地図作成とを改善することを促進するためにデバイスに
よって活用されてよい。選択される特定のアプローチは、たとえば、デバイスにおいて使
用可能な構成要素の存在および/または種類、ユーザ設定、所望の電力消費レベル、およ
び/または他の基準によって左右されてよい。図4～図5に示すアプローチを、以下により
詳細に説明する。
【００４２】
　図4を参照して、カメラ選択モジュール402と、1つまたは複数の前向きカメラ312と、1
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つまたは複数の後向きカメラ314とを有するデバイスの自己位置推定と地図作成とのため
に、システム400を示す。カメラ選択モジュール402は、自己位置推定と地図作成とのため
にどのカメラを使用するかを特定するように構成されてよい。カメラ選択モジュールは、
使用する複数のカメラを特定することができる。複数のカメラは、1つまたは複数の前向
きカメラ312、および/または1つまたは複数の後向きカメラ314、または前向きカメラ312
と後向きカメラ314の両方の組合せを含むことができる。カメラ312、314は、エリアの重
ならない視野を扱うように構成されてよい。メモリ135は、開発者が、アプリケーション
要件に基づいてカメラ選択モジュール402をプログラムすること、または別の方法で設定
することを可能にするように構成されたアプリケーションプログラミングインターフェー
ス(API)を含むことができる。たとえば、ロバスト性がより重要である場合、カメラ選択
モジュール402は、環境生成プロセスをより早くするために、複数のカメラを動かすよう
に構成されてよい。別の例では、電力消費がより重要である場合、カメラ選択モジュール
402は、画像の品質に対して価値がより高い場合に、より少ない数のカメラを動かすよう
に構成されてよい。
【００４３】
　カメラ312、314によって撮影された画像は、カメラ画像評価部405によって分析され、
カメラ画像評価部405は、カメラ312、314によって撮影された画像を、画像の品質および/
または他の基準に基づいて、一次カメラ画像と補助カメラ画像として指定する。これらの
画像は追跡モジュール410に提供され、追跡モジュール410は、姿勢推定モジュール412と
特性検出モジュール414とを活用して、現在エリアに関連する提供された幾何学的制約に
基づいて、モバイルデバイスのための自己位置推定と地図作成とを促進する。いくつかの
実施形態では、追跡モジュール410は、SLAMサブシステム330の構成要素として実装される
。追跡モジュール410およびSLAMサブシステム330は、たとえば、ハードウェアまたはソフ
トウェアで別々に実装され、連結されてよい。追跡モジュール410は、また、図1で示した
プロセッサ110の中および/またはワーキングメモリ135の中、たとえば、オペレーティン
グシステム140および/またはアプリケーション145の中で実装されてよい。たとえば、追
跡モジュール410はプロセッサ110の中に実装されてよく、ARアプリケーションを備えるこ
とができるアプリケーション145へ追跡情報または他のデータを提供するよう、SLAMサブ
システム330から受信した情報を活用して、エリア内の要素またはエリアの中でシステム4
00の動きを追跡する。
【００４４】
　動いているデバイスの前向きカメラ312と後向きカメラ314の両方からの画像は、追跡の
ための追加情報を提供する。一般に、カメラ312、314のうちの1つは、追跡のために特性
の豊富な環境に向いている。次いで、カメラ画像評価部405によって一次カメラに指定さ
れたこのカメラからの姿勢が使用されて、補助カメラによって撮像された構造の検出を助
け、両カメラからの環境を地図にすることができる。一次カメラによって検出された矩形
に対して、補助カメラから検出された矩形は、形状のかなりの部分(たとえば、約95%以上
、またはシステムが使用される特定の環境によって別の割合)を扱うために、平行または
垂直であると仮定されてよい。
【００４５】
　追跡モジュール410は、デバイスが現在位置する環境の中の特性を、コンピュータビジ
ョン技法を介して特定し追跡することによって、デバイスの自己位置推定と地図作成とを
促進する。しかしながら、追跡は時に、視野内で検出される特性がほぼ一定に流れてくる
ことに依存する。デバイスが任意の特性の視野を失った場合、追跡モジュール410によっ
て使用されるコンピュータビジョンアルゴリズムは機能停止することがあり、システム40
0をデバイスの位置を追跡できない状態にする。この場合に対するロバスト性を提供する
ために、システム400は、システム400のコンピュータビジョンの性能を改善し、追跡モジ
ュール410の環境の特性を利用する能力を向上させるために複数のカメラ312、314を活用
して、自己位置推定と地図作成の性能を向上させる。
【００４６】
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　ここで、カメラ画像評価部405は、前向きカメラ312と後向きカメラ314とによって撮影
された画像を評価することによって、一次画像と補助画像とを特定して、どちらのカメラ
がより多くの特性を持つ視野にあるかを判断する。しかしながら、画質または他の測定基
準に基づいた技法などの、この指定のための他の技法もまた使用されてよい。この指定は
、規則的間隔または非規則的間隔、トリガとなるイベントなどに基づいた時間インスタン
スで行われてよい。一次カメラ画像と補助カメラ画像とを指定すると、一次画像が姿勢推
定モジュール412によって使用されて、本分野で知られている技法に基づいてカメラの方
位を特定する。この方位は、追跡モジュール410に提供される現在エリアの幾何学的制約
とともに、特性検出モジュール414によって活用されて、一次画像と、必要に応じて補助
画像の中で検出された特性を特定および/または追跡する。
【００４７】
　次に図5を参照すると、デバイスの自己位置推定と地図作成とのための別のシステム500
は、カメラ502と1つまたは複数の方位センサ504(たとえば、慣性センサ322、磁気計324な
ど)を活用する。カメラ502および方位センサ504は、カメラ502の視野の中の特性を追跡す
る追跡モジュール410と相互作用する。追跡モジュール410は、システム400で示したもの
と同様に機能する、姿勢推定モジュール412と特性検出モジュール414とを含む。カメラ50
2と方位センサ504とを使用することで、追跡モジュール410はデバイスを取り巻くエリア
の形状について解くことができる。しかしながら、1つのカメラのみが提示されている場
合、追跡モジュール410は、環境に対するカメラの方位に関する知識を欠いていることが
ある。したがって、以下に一般的に説明される通り、追跡モジュール410はカメラ軸変換
モジュール512をさらに活用して、方位センサ504を介して環境に対するカメラの方位を特
定し、追跡モジュールに提供される環境に対する幾何学的制約を実施するためにこの情報
を活用する。
【００４８】
　屋内のオフィスなどの環境は、通常、多数の水平面と垂直面(すなわち、壁、ドア、窓
、柱)を有し、水平方法または垂直方向から逸脱する面はほとんどない。この仮定は、カ
メラ、たとえば単眼カメラからの場面の形状について解くための予備知識として使用され
てよい。たとえば、任意の方向に向いた平面のパラメータについて解く代わりに、平面は
、検索を制約するために、垂直または水平のいずれかであると仮定されてよい。
【００４９】
　幾何学的制約の一般例は、線および平面が座標軸に沿って整列している、マンハッタン
ワールドの場面(たとえば、デカルト座標系に基づいた世界を述べたマンハッタンワール
ド仮定)などの規則正しい構造を有するエリアを含む。この仮定のもとで、平面は1つのカ
メラによって映される点に合わせられてよく、他のカメラによって映される構造は、この
平面に平行または垂直と仮定されてよい。幾何学的制約の他の例は、屋内世界モデルを使
用して屋内環境の形状を規定することができる。本明細書で説明する実施形態において、
そのような屋内世界モデルは、複数のカメラ、たとえば、カメラ312、314、502を用いて
追加的な利益を得るために使用されてよい。追跡モジュール410および/またはSLAMサブシ
ステム330は、1つのカメラからの場面の構造について解き、モデルを選ぶように構成され
てよく、そのモデルは、別のカメラ、たとえば、重ならない視野を有するカメラの場面に
適用可能なモデルに追加的制約を追加することができる。いくつかの実施形態では、複数
のカメラのための3次元モデリングは、これらの幾何学的制約を使用して結合されてよく
、いくつか実施形態では、各カメラについて独立して実行されないことがある。
【００５０】
　カメラ追跡アプリケーションでは、初期設定により、カメラの座標系は、通常、地球ま
たは環境に対して定められた座標系に対して知られていない。結果として、垂直構造およ
び水平構造は、カメラの基準座標系の中で傾いていてよい。重力と方位センサ504からの
データとを使用して、カメラ軸変換モジュールは、カメラ基準座標系のz軸を世界座標系
に合わせることができる。さらに、磁気センサ(たとえば、磁気計324)を用いて、x軸およ
びy軸を合わせることもできる。この整列した状態で、事前場面形状情報は、たとえば、3
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次元空間の中の面の検出が試みられる範囲をおよそ横軸と縦軸とに制限することによって
、またはシステム500が位置する特定の環境の特性とその関連する制約とに適切な他の方
法における面検出のための範囲を制限することによって、3次元形状の検索空間を制約す
るために使用されてよい。加えて、上記で説明した通りに取得された垂直面と水平面につ
いての知識は、たとえば、ディスプレイ画面でカメラ画像上に現実的な拡張(augmentatio
n)を描画するために使用されてよい。
【００５１】
　ここで、図4のシステム400および図5のシステム500は、説明を明瞭にするために別々に
示され、説明される。しかしながら、これらのシステム400、500の様々な構成要素は、た
とえば、共通のデバイスまたはお互いに通信するデバイスのセットによって、一緒に使用
されてよい。したがって、マルチカメラを用いた実装形態と方位センサで動く実装形態と
が別々に示されたが、デバイスは、1つまたは複数の方位センサまたは他のセンサに加え
て、複数のカメラを使用することができる。
【００５２】
　図6を参照し、図1～図5をさらに参照すると、モバイルデバイスで自己位置推定と地図
作成とを促進するために、複数のセンサから取得した幾何学的制約とデータとを活用する
ためのプロセス600は、図示する段階を含む。しかしながら、プロセス600は例にすぎず、
限定的ではない。プロセス600は、たとえば、段階を追加、除去、再配置、結合、および/
または同時に実行することによって、変更できる。図示および説明したようなプロセス60
0に対するさらに他の変更も可能である。
【００５３】
　段階602では、SLAMサブシステム330は、デバイス200が位置する現在エリアの幾何学的
制約(オフィスビル、ショッピングモールまたは他のエリアなどに関連する直線的形状)を
特定するように構成されている。実施形態では、幾何学的制約は、位置に基づいたサービ
スとして受信され、またはアプリケーションソフトウェアの中に含まれる。デバイス200
上で動作する位置判定システム(たとえば、GPS)は、幾何学的制約(すなわち、位置固有の
制約)を特定するために使用されてよい。ユーザは、また、以前に記憶された制約(たとえ
ば、ライブラリファイル)を選択し、またはディスプレイ208を介して新しい制約を入力す
ることができる。
【００５４】
　段階604では、現在エリアの画像が、モバイルデバイスの少なくとも一次カメラによっ
て撮影される。一次カメラは、たとえば、図1～図3で示したカメラ150、155、204、206、
312、314、図4で示した指定された一次カメラ312、314、図5で示したカメラ502などのう
ちの1つであることができる。実施形態では、画像は、メモリ135の中に以前に記憶された
、以前に撮影された画像を含むことができる(すなわち、後処理)。
【００５５】
　段階606では、現在エリアに関連するデータは、図4に示した指定された二次カメラ312
、314などモバイルデバイスの二次カメラ、または図1に示した方位センサ160、図3に示し
た慣性センサ322、磁気計324または圧力センサ326、図5に示した方位センサ504、または
他の適切なセンサなどのモバイルデバイスに関連する1つまたは複数のセンサのうちの少
なくとも1つを介して取得される。たとえば、慣性センサ322は、デバイス200の方位を(た
とえば、重力を介して)検出するために使用されてよく、および/または磁気計324は、向
かっている方向(たとえば、x/y方位)を検出するために使用されてよい。
【００５６】
　段階608では、段階602で取得された幾何学的制約と、段階606で取得された現在エリア
に関連するデータとを、段階604で撮影された現在エリアの画像に適用することによって
少なくとも一部、現在エリアについて自己位置推定と地図作成とが実行される。自己位置
推定および地図作成は、たとえば、上記で一般的に説明した通りに動作する追跡モジュー
ル410を活用するSLAMサブシステム330を介して実行される。現在エリアに関連する幾何学
的制約およびデータは、図4～図5に関して上記で示し説明した通り、画像に適用される。
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特に、段階608で実行される自己位置推定および地図作成は、画像の中で描写された平面
が任意の方向を向いていると仮定することとは対照的に、(たとえば、方位センサまたは
他のセンサから取得されたデータ、画像から推定されたカメラ姿勢などに基づいた)平面
が水平または垂直であるという知識または他の制約を活用して、現在エリアの画像を処理
することができる。したがって、いくつかの実施形態では、画像は、任意の方位の平面を
特定する試みとは対照的に、仮定した方位を有する平面を検索されてよい。上記で説明し
た通り、この知識は、任意の方向を向いた特性を有する環境についての同様の自己位置推
定と地図作成とに比較して、自己位置推定と地図作成とを単純化することができる。実施
形態では、1つのカメラから取得された画像の中の構造は、別の視野が重ならないカメラ
から取得された画像に適用可能なモデルを制約するために使用される。したがって、3次
元モデリングは各カメラに対して独立に起きる必要はないが、カメラは、これらの幾何学
的制約を使用して結合されてよい。
【００５７】
　プロセス600の一部または全部は、デバイス200によってローカルに実行されてよく、お
よび/またはサーバなどの遠隔デバイスによって実行されてよい。たとえば、画像は、モ
バイルデバイスでカメラを使用して段階604および/または段階606で撮影される一方、そ
のような画像は、また、別のデバイスによって撮影され、サーバまたは別のデバイスで遠
隔で処理され、またはローカルでの処理のためにモバイルデバイスで(受信機および/また
はデータを問い合わせるためおよび/または取得するための別の手段を介して)受信されて
よい。段階604および/または段階606で、モバイルデバイスでローカルに撮影された画像
は、また、たとえば、段階608で、さらなる処理のために1つまたは複数の遠隔物に転送さ
れてよい。他の実装形態も可能である。
【００５８】
　図7を参照し、図1～図5をさらに参照すると、モバイルデバイスで2つの画像を評価し、
特性を抽出し、自己位置推定と地図作成とを実行するためのプロセス700は、図示する段
階を含む。しかしながら、プロセス700は例にすぎず、限定的ではない。プロセス700は、
たとえば、段階を追加、除去、再配置、結合、および/または同時に実行することによっ
て、変更することができる。図示および説明したようなプロセス700に対するさらに他の
変更も可能である。加えて、プロセス700は、上記で説明した通り、カメラによって映さ
れる水平面と垂直面とを特定して、ディスプレイ画面で適切な拡張を描画するために使用
されてよい。プロセス700は、複数の画像を評価するために使用されてよい。
【００５９】
　段階702では、モバイルデバイスを取り囲んでいるエリアの第1の画像が、モバイルデバ
イスの第1のカメラから取得され、エリアの第2の画像が、モバイルデバイスの第2のカメ
ラから取得される。第1の画像および第2の画像は、プロセス700が2つより多い画像を取得
し処理するように構成されてよいため、単に例であり、限定ではない。いくつかの実施形
態では、2つより多い画像が、2つより多いそれぞれのカメラから受信される。画像は、1
つまたは複数の前向きカメラ312、および/または1つまたは複数の後向きカメラ314から取
得されてよい。実施形態では、カメラは異なる方向に向けられており、環境の異なる画像
(たとえば、異なる視野)を撮影することができる。たとえば、1つのカメラが、照明、方
位などの要因のために遮られている場合、またはそうでなくても品質の悪い画像を提供し
ている場合、第2のカメラが場面の明瞭な視野を有することができる。
【００６０】
　段階704では、段階702で取得された、第1の画像と第2の画像の品質が評価される。ここ
で、この評価は、カメラ画像評価部405によって、画像内の特性、画像の品質、または他
の基準に基づいて実行される。実施形態では、画像の解像度は、画像の品質を判断するた
めに使用されてよい。画像の品質は、場面の特性の量と検出可能性とに基づいてよい。限
定ではなく例として、ピントが外れている画像、または不適切な露出である(すなわち、
露出オーバーまたは露出アンダー)画像、またはコントラストに欠ける画像は、場面の特
性が不明瞭であり得るため、品質が悪いことがある。画像撮影プロセスにおける他の欠陥
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は、また、視野の遮断または画像中の特性の全体的な欠如など、画像の品質を低下させる
ことがある。
【００６１】
　段階706では、段階704での評価に基づいて、第1の画像または第2の画像のいずれかが一
次画像として指定され、第1の画像または第2の画像のうちの他方が二次画像として指定さ
れる。たとえば、より良い品質の画像が一次画像として指定される。より良い品質の画像
は、カメラ画像評価部405によって認識され得る、より多くの検出可能な特性、またはパ
ターンを含むことができる。
【００６２】
　段階708では、第1の画像特性が、たとえば、追跡モジュール410に関連する特性検出モ
ジュール414によって、一次画像から抽出される。特性は、一般に、受信した幾何学的制
約に関連付けられる。たとえば、特性は、壁、ドア、柱または他の人工のパターン(たと
えば、天井のタイル、照明設備、ドアサイン)などの検出可能な建築上の特性であってよ
い。
【００６３】
　段階710では、モバイルデバイスの方位が、たとえば、姿勢推定モジュール412によって
、一次画像に基づいて計算される。たとえば、姿勢推定モジュール412は、受信した幾何
学的制約情報を適用して、デバイス200の方位を判断する。たとえば、壁、または天井の
タイル、または照明設備の方位は、以前に知られていた方向にされてよく、姿勢推定モジ
ュール412は、特性の知られている方向に基づいて、対応する方位ベクトルを判断するよ
うに構成されてよい。
【００６４】
　段階712では、第2の画像特性が、段階710で判断されたモバイルデバイスの方位に対し
て、二次画像から抽出される。特性検出モジュール414および関連する追跡モジュール410
は、一次画像に対して、以前に説明した通り機能することができる。実施形態では、画像
の品質に基づいて、重み関数を二次画像に適用することができる。たとえば、特性検出は
、悪い品質の画像のために悪化することがある。この例では、二次画像を使用した特性検
出の結果は、一次画像を介して取得された結果と相互に関連しないことがある。重み関数
は、全体的な方位計算を悪化させない取り組みにおいて、二次画像を介して取得された結
果を弱め、または無視するために使用されてよい。幾何学的制約は、一次画像と二次画像
からの要素を選択または結合するために使用されてよい。たとえば、2つ以上のカメラの
位置がお互いに関連していると仮定すると、1つのカメラから取得された良い画像からの
特性は、幾何学的制約中に提供される環境の知られている形状に基づいて、他のカメラに
よって撮影された特性と同等と見なされてよい。
【００６５】
　段階714では、エリアに対するモバイルデバイスについて、自己位置推定および地図作
成が、段階708で抽出された第1の画像特性と段階712で抽出された第2の画像特性とに基づ
いて実行される。ここで、段階714での動作は、追跡モジュール410とその関連する構成要
素からの助けを用いて、SLAMサブシステム330によって実行される。
【００６６】
　プロセス600と同様に、プロセス700の一部または全部が、デバイス200によってローカ
ルで実行されてよく、および/またはサーバまたは他の遠隔デバイスによって遠隔で実行
されてよい。たとえば、画像は、モバイルデバイスでカメラを使用して段階702で撮影さ
れる一方、そのような画像は、また、別のデバイスによって撮影され、サーバまたは別の
デバイスで遠隔で処理され、またはローカルでの処理のためにモバイルデバイスで(受信
機および/またはデータを問い合わせるためおよび/または取得するための別の手段を介し
て)受信されてよい。段階702でモバイルデバイスでローカルに撮影された画像は、また、
たとえば、段階706、708、712、714で、さらなる処理のために1つまたは複数の遠隔物に
転送されてよい。他の実装形態も可能である。
【００６７】
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　図8を参照し、図1～図5をさらに参照すると、方位と幾何学的制約とに基づいて、モバ
イルデバイスによって撮影された画像の特性を抽出するためのプロセス800は、図示され
る段階を含む。しかしながら、プロセス800は例にすぎず、限定的ではない。プロセス800
は、たとえば、段階を追加、除去、再配置、結合、および/または同時に実行することに
よって、変更することができる。図示および説明したようなプロセス800に対するさらに
他の変更も可能である。
【００６８】
　段階802では、モバイルデバイスが位置するエリアに関連する幾何学的制約が特定され
る。上記で説明した通り、これらの制約は、オフィスビル、ショッピングモールまたは他
のエリアなどに関連する直線的形状または他のパターンを含むことができる。幾何学的制
約は、位置に基づいたサービス(すなわち、デバイス200の現在位置に基づいた)として、
またはメモリの中に記憶されたアプリケーションの一部として提供されてよい。
【００６９】
　段階804では、エリアの画像がモバイルデバイスのカメラ502によって撮影される。
【００７０】
　段階806では、(たとえば、重力に対する、環境に対するなど)モバイルデバイスの方位
が、姿勢推定モジュール412または他の手段によって、モバイルデバイスの1つまたは複数
の方位センサ504から収集されたデータに基づいて推定される。
【００７１】
　段階808では、特性が、段階804で撮影された画像から、段階806で推定されたモバイル
デバイスの方位に関して、段階802で特定された幾何学的制約を画像内で特定された特性
に適用することによって少なくとも一部、抽出される。段階808で図示する動作は、たと
えば、特性検出モジュール414または他の適切な手段によって実行される。特性の抽出の
後、方位センサ504、段階802で特定された幾何学的制約、および/または他の手段は、抽
出された特性を関連する環境を通して地図に描くためにおよび/または追跡するために使
用されてよい。さらに、上記で説明した通り、特定された水平面および垂直面は、画像ま
たはカメラのライブビューの表示の上に現実的な拡張を描画するために使用されてよい。
一例として、そのような拡張は、水平面に静止している特徴または垂直面を上っていく特
徴を含むことができる。任意の他の適切な拡張も使用されてよい。
【００７２】
　プロセス600、700と同様に、プロセス800の一部または全部が、デバイス200によってロ
ーカルで実行されてよく、および/またはサーバまたは他の遠隔デバイスによって遠隔で
実行されてよい。たとえば、画像は、モバイルデバイスでカメラを使用して段階804で撮
影される一方、画像は、また、別のデバイスによって撮影され、サーバまたは別のデバイ
スで遠隔で処理され、またはローカルでの処理のためにモバイルデバイスで(受信機およ
び/またはデータを問い合わせるためおよび/または取得するための別の手段を介して)受
信されてよい。段階804で、モバイルデバイスでローカルに撮影された画像は、また、た
とえば、段階808で、さらなる処理のために1つまたは複数の遠隔物に転送されてよい。他
の実装形態も可能である。
【００７３】
　さらに、プロセス600、700、および800は説明を明瞭にするために別々に示され、説明
されたが、これらのプロセスの様々な要素、機能、ステップ、および/または段階は、た
とえば、結合された手順の中で、または共通のデバイスまたはお互いに通信するデバイス
のセットによって、一緒に使用されてよい。したがって、プロセス600、700、および800
に関して図示し説明した段階の各々は、他のプロセスのいずれかで実行されてよい。
【００７４】
　大幅な変形が特定の要件に従ってなされてよい。たとえば、カスタマイズされたハード
ウェアが使用されてもよく、および/または特定の要素が、ハードウェア、(アプレットな
どのポータブルソフトウェアを含む)ソフトウェア、または両方で実装されてよい。さら
に、ネットワーク入力/出力デバイスなどの他のコンピューティングデバイスへの接続を
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使用することができる。
【００７５】
　上記で説明した方法、システム、およびデバイスは例である。様々な代替的な構成は、
様々な手順または構成要素を適宜、省略、置換、または追加することができる。たとえば
、代替方法では、段階は上記の説明とは異なる順番で実行されてよく、様々な段階が追加
、省略、または組み合わされてよい。また、いくつかの構成に関して記載された特徴は、
様々な他の構成内に組み合わされてよい。構成の様々な態様および要素は、同様の方法で
組み合わされてよい。また、技術は発展するものであり、したがって、要素の多くは例で
あり、本開示の範囲または特許請求の範囲を限定しない。
【００７６】
　(実装形態を含む)例示的な構成を完全に理解するために、説明には具体的な詳細が与え
られている。しかしながら、構成は、これらの具体的な詳細なしに実践することができる
。たとえば、構成を不明瞭にすることを回避するために、よく知られている回路、プロセ
ス、アルゴリズム、構造、および技法は、不要な詳細なしに示されている。この説明は例
示的な構成のみを提供し、特許請求の範囲の範囲、適用可能性、または構成を限定しない
。むしろ、構成の上述の説明は、記載された技法を実装するための有効な説明を当業者に
提供する。本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく、要素の機能および構成に様々
な変更を行うことができる。
【００７７】
　構成は、フロー図またはブロック図として描写されるプロセスとして記載されてよい。
各々は動作を逐次プロセスとして記載する場合があるが、動作の多くは、並行して、また
は同時に実行することができる。加えて、動作の順序は並び替えられる場合がある。プロ
セスは、図に含まれていない追加のステップを有する場合がある。さらに、方法の例は、
ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハード
ウェア記述言語、またはそれらの任意の組合せによって実装される場合がある。ソフトウ
ェア、ファームウェア、ミドルウェア、またはマイクロコードで実装されるとき、必要な
タスクを実行するプログラムコードまたはコードセグメントは、記憶媒体などの非一時的
なコンピュータ可読媒体に記憶される場合がある。プロセッサは記載されたタスクを実行
することができる。
【００７８】
　特許請求の範囲を含め本明細書で使用される場合に、「少なくとも1つの」という前置
きが付けられた、項目の列挙で使用される「または」は、選言的な列挙を示しており、た
とえば「A、BまたはCのうちの少なくとも1つ」という列挙は、AまたはBまたはCまたはAB
またはACまたはBCまたはABC(すなわち、AとBとC)を、または1つより多い特性との組合せ(
たとえば、AA、AAB、ABBC、など)を意味する。
【００７９】
　いくつかの例示的な構成を記載してきたが、様々な変更、代替構造、および均等物は、
本開示の趣旨から逸脱することなく使用されてよい。たとえば、上記の要素は、より大き
いシステムの構成要素であってよく、他の規則は、本発明の適用例に優先するか、そうで
なければ本発明の適用例を変更することができる。また、上記の要素が考慮される前、間
、または後に、いくつかのステップを行うことができる。したがって、上記の説明は、特
許請求の範囲を制限しない。
【符号の説明】
【００８０】
　　100　コンピュータシステム
　　110　プロセッサ
　　115　入力デバイス
　　120　出力デバイス
　　125　記憶デバイス
　　130　通信サブシステム
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　　135　ワーキングメモリ
　　140　オペレーティングシステム
　　145　アプリケーション
　　150　カメラ
　　155　カメラ
　　160　方位センサ
　　200　デバイス
　　204　第1のカメラ、前向きカメラ
　　206　第2のカメラ、後向きカメラ
　　208　ディスプレイ
　　210　前面
　　220　後面
　　300　システム
　　310　センサ、デバイスセンサ、他のセンサ
　　312　前向きカメラ
　　314　後向きカメラ
　　322　慣性センサ
　　324　磁気計
　　326　圧力センサ
　　330　SLAMサブシステム
　　332　自己位置推定モジュール
　　334　地図作成モジュール
　　400　システム
　　402　カメラ選択モジュール
　　405　カメラ画像評価部
　　410　追跡モジュール
　　412　姿勢推定モジュール
　　414　特性検出モジュール
　　500　システム
　　502　カメラ
　　504　方位センサ
　　512　カメラ軸変換モジュール
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【手続補正書】
【提出日】平成26年11月14日(2014.11.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイスのための自己位置推定と地図作成とを実行する方法であって、
　前記モバイルデバイスが位置する現在エリアに関連する幾何学的制約を特定するステッ
プと、
　前記モバイルデバイスの第1のカメラによって撮影された、前記現在エリアの第1の画像
を取得するステップと、
　前記モバイルデバイスの前記第1のカメラまたは第2のカメラのうちの少なくとも1つに
よって撮影された前記現在エリアの第2の画像に関連する画像データを取得するステップ
であって、前記第1の画像の視野が前記第2の画像の視野と重なり合わない、取得するステ
ップと、
　前記モバイルデバイスの方位センサを用いて、前記モバイルデバイスの方位のための方
位データを取得するステップと、
　前記幾何学的制約と、前記方位データと、前記現在エリアの前記第2の画像に関連する
前記画像データとを前記第1の画像に適用することによって、前記現在エリアについて自
己位置推定と地図作成とを実行するステップと、
を備える、方法。
【請求項２】
　前記モバイルデバイスの前記第2のカメラによって撮影されている前記現在エリアの前
記第2の画像をさらに備える、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記第1の画像と前記第2の画像とを評価するステップと、
　前記評価するステップに基づいて、前記第1の画像または前記第2の画像のいずれかを一
次画像として、また前記第1の画像または前記第2の画像のうちの他方を二次画像として指
定するステップと、
をさらに備える、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記一次画像または前記第1のカメラを介して撮影された少なくとも1つの他の画像に基
づいて、前記モバイルデバイスが位置する環境に対する前記モバイルデバイスの姿勢を計
算するステップをさらに備える、請求項3に記載の方法。
【請求項５】
　前記自己位置推定と地図作成とを実行するステップが、
　前記一次画像から第1の画像特性を抽出するステップと、
　前記モバイルデバイスが位置する前記環境に対する前記モバイルデバイスの前記姿勢を
使用して、前記二次画像から第2の画像特性を抽出するステップと、
　前記第1の画像特性と前記第2の画像特性とに基づいて、前記現在エリアについて自己位
置推定と地図作成とを実行するステップと、
を備える、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　前記評価するステップが、前記第1の画像内または前記第2の画像内の特性、または前記
第1の画像もしくは前記第2の画像の画質のうちの少なくとも1つに対して、前記第1の画像
と前記第2の画像とを評価するステップを備える、請求項3に記載の方法。
【請求項７】
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　前記第1のカメラが第1の方向を向き、前記第2のカメラが前記第1の方向とは異なる第2
の方向を向く、請求項1に記載の方法。
【請求項８】
　前記自己位置推定と地図作成とを実行するステップが、前記方位センサを用いて取得し
た前記方位データに基づいて、前記モバイルデバイスの推定された方位を取得するステッ
プを備える、請求項1に記載の方法。
【請求項９】
　前記自己位置推定と地図作成とを実行するステップが、前記幾何学的制約を前記第1の
画像から抽出された特性に適用することによって、前記モバイルデバイスの前記方位に関
する特性を前記第1の画像から抽出するステップをさらに備える、請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　前記幾何学的制約と前記モバイルデバイスの前記推定された方位とに基づいて、前記第
1の画像から抽出された前記特性の地図作成または追跡のうちの少なくとも1つを実行する
ステップをさらに備える、請求項9に記載の方法。
【請求項１１】
　前記幾何学的制約と前記モバイルデバイスの前記推定された方位とに基づいて前記第1
の画像内で面を特定するステップであって、前記面が水平面または垂直面のうちの少なく
とも1つを備える、特定するステップと、
　ディスプレイ画面上で表示するために前記第1の画像を描画するステップと、
　前記ディスプレイ画面上で、前記第1の画像内で特定された前記面のうちの少なくとも1
つの上に拡張を描画するステップと、
をさらに備える、請求項8に記載の方法。
【請求項１２】
　前記幾何学的制約が壁の位置を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項１３】
　自己位置推定と地図作成とを実行するように動作可能なモバイルデバイスであって、
　前記デバイスが位置する現在エリアに関連する幾何学的制約を特定するように構成され
た追跡モジュールと、
　前記追跡モジュールに通信可能に結合され、前記現在エリアの第1の画像を撮影するよ
うに構成された第1のカメラと、
　前記追跡モジュールに通信可能に結合された第2のカメラであって、前記第1のカメラま
たは前記第2のカメラのうちの少なくとも1つが前記現在エリアの第2の画像を撮影して、
前記現在エリアの前記第2の画像に関連する画像データの生成を可能にするように構成さ
れ、前記第1の画像の視野が前記第2の画像の視野と重ならない、第2のカメラと、
　前記追跡モジュールに通信可能に結合され、前記モバイルデバイスの方位に関係する方
位データを取得するように構成された方位センサと、
　前記追跡モジュールに通信可能に結合され、前記幾何学的制約と、前記方位データと、
前記現在エリアの前記第2の画像に関連する前記画像データとを前記第1の画像に適用する
ことに少なくとも一部よって、前記現在エリアについて自己位置推定と地図作成とを実行
するように構成された、同時自己位置推定および地図作成(SLAM)サブシステムと、
を備える、デバイス。
【請求項１４】
　前記第2のカメラによって撮影されている前記第2の画像をさらに備える、請求項13に記
載のデバイス。
【請求項１５】
　前記第1のカメラと前記少なくとも第2のカメラとに通信可能に結合され、前記少なくと
も第1の画像と前記少なくとも第2の画像とを評価し、前記評価に基づいて、前記少なくと
も第1の画像または前記少なくとも第2の画像のいずれかを一次画像として、また前記少な
くとも第1の画像と前記少なくとも第2の画像のうちのもう一つを二次画像として指定する
ように構成されたカメラ画像評価部をさらに備える、請求項14に記載のデバイス。
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【請求項１６】
　前記追跡モジュールが、前記一次画像または前記第1のカメラを介して撮影された少な
くとも1つの他の画像に基づいて、前記デバイスが位置する環境に対する前記デバイスの
姿勢を計算するようにさらに構成されている、請求項15に記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記SLAMサブシステムが、前記一次画像から第1の画像特性を抽出し、前記デバイスが
位置する前記環境に対する前記デバイスの前記姿勢を使用して、前記二次画像から第2の
画像特性を抽出し、前記第1の画像特性と前記第2の画像特性とに基づいて前記現在エリア
について自己位置推定と地図作成とを実行するようにさらに構成されている、請求項16に
記載のデバイス。
【請求項１８】
　前記カメラ画像評価部が、前記第1の画像内と前記第2の画像内の特性、または前記第1
の画像と前記第2の画像の画質のうちの少なくとも1つに対して、前記第1の画像と前記第2
の画像とを評価するようにさらに構成されている、請求項15に記載のデバイス。
【請求項１９】
　前記第1のカメラが第1の方向を向き、前記第2のカメラが前記第1の方向とは異なる第2
の方向を向く、請求項14に記載のデバイス。
【請求項２０】
　前記方位センサが、前記モバイルデバイスの前記方位に関する前記方位データを生成す
るように構成され、前記追跡モジュールが、前記方位センサによって生成された前記方位
データに基づいて前記モバイルデバイスの前記方位を推定するように構成された姿勢推定
モジュールを備える、請求項13に記載のデバイス。
【請求項２１】
　前記SLAMサブシステムが、前記幾何学的制約を前記少なくとも1つの画像から抽出され
た特性に適用することに少なくとも一部よって、前記モバイルデバイスの前記方位に関す
る特性を前記第1の画像から抽出するように構成されている、請求項20に記載のデバイス
。
【請求項２２】
　前記SLAMサブシステムが、前記幾何学的制約と前記モバイルデバイスの前記方位とに基
づいて、前記第1の画像内で、水平面または垂直面のうちの少なくとも1つを備える面を特
定するようにさらに構成され、
　前記モバイルデバイスが、ディスプレイ画面と、前記ディスプレイ画面上で表示するた
めに前記第1の画像を描画し、前記ディスプレイ画面上で、前記第1の画像内で特定された
面のうちの少なくとも1つの上で拡張を描画するように構成されたグラフィックプロセッ
サとをさらに備える、
請求項20に記載のデバイス。
【請求項２３】
　前記幾何学的制約が少なくとも壁の位置を含む、請求項13に記載のデバイス。
【請求項２４】
　モバイルデバイスのための自己位置推定と地図作成とを実行することを促進する装置で
あって、
　前記モバイルデバイスが位置する現在エリアに関連する幾何学的制約を特定するための
手段と、
　前記モバイルデバイスの第1のカメラによって撮影された前記現在エリアの第1の画像を
取得するための手段と、
　前記モバイルデバイスの前記第1のカメラまたは第2のカメラのうちの少なくとも1つに
よって撮影された前記現在エリアの第2の画像に関連する画像データを取得するための手
段であって、前記第1の画像の視野が前記第2の画像の視野と重なり合わない、取得するた
めの手段と、
　前記モバイルデバイスの方位センサを用いて、前記モバイルデバイスの方位のための方
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位データを取得するための手段と、
　前記幾何学的制約と、前記方位データと、前記現在エリアの前記第2の画像に関連する
前記画像データとを前記第1の画像に適用することによって、前記現在エリアについて自
己位置推定と地図作成とを実行するための手段と、
を備える、装置。
【請求項２５】
　前記現在エリアの前記第2の画像に関連する前記画像データが、前記モバイルデバイス
の前記第2のカメラによって撮影された、前記現在エリアの第2の画像を備える、請求項24
に記載の装置。
【請求項２６】
　前記第1の画像と前記第2の画像とを評価するための手段と、
　前記評価に基づいて、前記第1の画像または前記第2の画像のいずれかを一次画像として
、また前記少なくとも1つの画像または前記第2の画像のうちの他方を二次画像として指定
するための手段と、
をさらに備える、請求項24に記載の装置。
【請求項２７】
　前記一次画像または前記第1のカメラを介して撮影された少なくとも1つの他の画像に基
づいて、前記モバイルデバイスが位置する環境に対する前記モバイルデバイスの姿勢を計
算するための手段をさらに備える、請求項26に記載の装置。
【請求項２８】
　前記自己位置推定と地図作成とを実行するための前記手段が、
　前記一次画像から第1の画像特性を抽出するための手段と、
　前記モバイルデバイスが位置する前記環境に対する前記モバイルデバイスの前記姿勢を
使用して、前記二次画像から第2の画像特性を抽出するための手段と、
　前記第1の画像特性と前記第2の画像特性とに基づいて、前記現在エリアについて自己位
置推定と地図作成とを実行するための手段と、
を備える、請求項27に記載の装置。
【請求項２９】
　評価するための前記手段が、前記少なくとも1つの画像および前記第2の画像内の特性、
または前記少なくとも1つの画像および前記第2の画像の画質のうちの少なくとも1つに対
して、前記少なくとも1つの画像と前記第2の画像とを評価するための手段を備える、請求
項26に記載の装置。
【請求項３０】
　前記第1のカメラが第1の方向を向き、前記第2のカメラが前記第1の方向とは異なる第2
の方向を向く、請求項25に記載の装置。
【請求項３１】
　前記方位センサを用いて取得した前記方位データに基づいて、前記モバイルデバイスの
推定された方位を取得するための手段をさらに備える、請求項24に記載の装置。
【請求項３２】
　前記自己位置推定と地図作成とを実行するための前記手段が、前記幾何学的制約を前記
第1の画像から抽出された特性に適用することによって、前記モバイルデバイスの前記方
位に関する特性を前記第1の画像から抽出するための手段をさらに備える、請求項31に記
載の装置。
【請求項３３】
　前記幾何学的制約と前記モバイルデバイスの前記推定された方位とに基づいて前記第1
の画像内で面を特定するための手段であって、前記面が水平面または垂直面のうちの少な
くとも1つを備える、特定するための手段と、
　ディスプレイ画面上で表示するために前記第1の画像を描画するための手段と、
　前記ディスプレイ画面上で、前記第1の画像内で特定された前記面のうちの少なくとも1
つの上に拡張を描画するための手段と、
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をさらに備える、請求項31に記載の装置。
【請求項３４】
　前記幾何学的制約が壁の位置を含む、請求項24に記載の装置。
【請求項３５】
　プロセッサに、
　モバイルデバイスが位置する現在エリアに関連する幾何学的制約を特定することと、
　前記モバイルデバイスの第1のカメラによって撮影された、前記現在エリアの第1の画像
を取得することと、
　前記モバイルデバイスの前記第1のカメラまたは第2のカメラのうちの少なくとも1つに
よって撮影された、前記現在エリアの第2の画像に関連する画像データを取得することで
あって、前記第1の画像の視野が前記第2の画像の視野と重なり合わない、取得することと
、
　前記モバイルデバイスの方位センサを用いて、前記モバイルデバイスの方位のための方
位データを取得することと、
　前記幾何学的制約と、前記方位データと、前記現在エリアの前記第2の画像に関連する
前記画像データとを前記第1の画像に適用することによって、前記現在エリアについて自
己位置推定と地図作成とを実行することと、
を行わせるように構成されたプロセッサ実行可能命令を備える、非一時的なコンピュータ
記憶媒体。



(31) JP 2016-504611 A 2016.2.12

10

20

30

40

【国際調査報告】



(32) JP 2016-504611 A 2016.2.12

10

20

30

40



(33) JP 2016-504611 A 2016.2.12

10

20

30

40



(34) JP 2016-504611 A 2016.2.12

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,
UG,US,UZ

(72)発明者  アシュウィン・スワミナターン
            アメリカ合衆国・カリフォルニア・９２１２１・サン・ディエゴ・モアハウス・ドライヴ・５７７
            ５
Ｆターム(参考) 2C032 HB21  HB25  HC08  HC14 
　　　　 　　  5B050 AA06  BA17  CA07  CA08  DA07  EA07  EA13  EA19  FA02  FA08 
　　　　 　　  5H301 AA01  BB14  CC03  CC06  CC10  GG09  GG16 
　　　　 　　  5L096 BA05  CA05  CA15  FA67  FA69  HA05  LA05 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

